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令和元年度　第４回全体庁議（７月３日開催）

（１）北海道内７空港特定運営事業等に係る優先交渉権者等の選定
　　　について[商工観光部]

審議 ・ 報告

　■　提案・報告の趣旨

　道内７空港（国管理空港（新千歳・稚内・釧路・函館）、特定地方管理空港（旭川・帯広）、地方管理空港（女満別））の一括運営
委託に関して、優先交渉権者等の選定について審議するもの。

・令和元年7月25日　優先交渉権者の選定について、産業経済委員会へ報告
・令和元年8月頃　　基本協定の締結
・令和元年9月　　　９月定例会に議案提出

（可決された場合は以下のスケジュール）
・令和元年10月頃　 運営者の指定・実施契約の締結
・令和2年1月15日　 ７空港一体のビル経営開始
・令和2年6月1日　　新千歳空港運営事業開始
・令和2年10月1日　 旭川空港運営事業開始
・令和3年3月1日　　稚内空港・釧路空港・函館空港・帯広空港・女満別空港運営事業開始

・優先交渉権者等の選定について、了承された。

・特になし

　■今後のスケジュール

　■　審議結果

　■　その他、指摘事項等

　■　提案・報告の主な内容(概要)

１　優先交渉権者等の選定について

　北海道内７空港の一括運営委託に関する審査委員会の結果を踏まえ、得点案と順位を決定し、優先交渉権者と次点交渉権者
を選定するもの。
　○優先交渉権者　北海道エアポートグループ　276.7点
　○次点交渉権者　Sky Seven　　　　　　　　　　  235.9点

２　今後の取り扱いについて

　基本協定締結後に提案概要等を公表し、９月定例会において運営者の指定に係る議案が可決された場合、運営者の指定及
び実施契約を締結する。


